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これ知っとる!? 7 月 25 日 か ら 市 政 懇 談 会 を 開 催 し ま す

問秘書広報課 ☎０５０（３３８１）５００１
これ知っとる!? 広報紙をスマートフォンで配信しています。

問 生涯学習課 ☎０５０（３３８１）５０８２　℻０９５７（８５）２７６７
E-mail: gakushuu@city.minamishimabara.lg.jp

　人口減少や少子高齢化の
進展などに伴い、現在、全
国的に空家の増加が大きな
問題となっています。　　
　本市においても、現状を
把握するため、空家の実態
調査を実施します。
　この調査は、空き家などの対策を推進するための重
要な資料となります。皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

●調査範囲…市内全域
●調査方法…調査員による外観調査
※本調査は、市が委託した調査員が行います。調査員は
市発行の調査員証を携帯しています。
●調査期間…８月下旬から11月下旬

　子どもについての疑問に、たかちゃん
（小児科医歴30年）が何でもお答えしま
す。病気じゃないけれど気になる‥。普段
の育児の中での素朴な疑問をみんなで話
して解決しましょう。
　１人でも、子ども連れでも大丈夫です。
ママ友をつくりたい、夫婦で子育てに取
り組みたいという人にもお勧めです。
　また、子育て世代に関わる皆さんを対
象とした講座も開催します。
　どうぞ、お気軽にご参加ください。

たかちゃん＆ひろりんの
何でもお答えしま～す♪「家庭教育応援講座」

【共通事項】
●講師…小児科医  藤原　 崇（たかちゃん）

看  護  師  藤原　浩美（ひろりん）
し８月31日㈬
も電話などで申し込んでください。

【保護者対象】
対子育て中の保護者　定各会場20人
①南有馬会場
と9月10日㈯　午後２時～４時　　ば原城オアシスセンター
②西有家会場
と9月11日㈰　午前10時～正午　ば西有家総合学習センター カムス
【支援者対象】
対教員、保育士、子育て中の保護者に関わる支援者　定30人
③西有家会場
と9月11日㈰　午後１時30分～３時30分
ば西有家総合学習センター カムス

島原リサイクルプラント
0957（64）4885
8：30～16：00
8：30～11：00

日・祝日と8月15・16日は休み

燃 え な い ご み

全　地　域有家～加津佐地区
東部リレーセンター
0957（62）0500
8：30～16：00
8：30～12：00

日・祝日は休み

燃 え る ご み

深江・布津地区
南有馬クリーンセンター
050（3381）5042
8：30～16：30
休　　み
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市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所

　精霊流しは、お盆の風習の一つとして県内各地で親しまれていますが、精霊船の後始末については、海や海岸を汚
さないように、適切な処理をお願いします。また、発砲スチロールの箱や折箱などを精霊船に見立て、仏壇のお供え
物などが海に流されています。お供え物を海に流したまま放置すると海を汚してしまいますので、お供え物を海に浮
かべた後は、そのまま流さず、自宅へ持ち帰って適正な処理をお願します。

問 環境課 ☎０５０（３３８１）５０４１

お盆のお供え物は適正処理を

　お盆前になると｢し尿汲取り｣の申し込みが殺到して混み合いますので、余裕（４～５日程度）をもって早めに申し込ん
でいただきますようお願いします。

問 衛生局 ☎０５０（３３８１）５０４２

衛生局からのお願い

●分別方法
　◎金属類と燃える部分に分けてください。
　◎花火などの発火性、引火性のあるものを取り除いてください。
　◎下記施設に直接搬入するか、定期の収集日に指定の袋で排出してください。

問 県展事務局 ☎０９５（８２５）６０５８

第61回 長崎県美術展覧会

と９月18日㈰～
ば長崎県美術館ほか県内６会場（移動展会場含む）
●出品申込…８月１日㈪～８日㈪

問 都市計画課 ☎０５０（３３８１）５０６７

空 家 実 態 調 査 を
実 施 し ま す

問 地籍調査課 ☎０５０（３３８１）５０３６

８月から
地籍調査が始まります

　地籍調査の一筆地（現地）調査を次の地区で実施し
ます。
❶加津佐町…上宮原名の一部
❷北有馬町…谷川名の一部
❸西有家町…慈恩寺の一部
❹深 江 町…大野木場名の一部
※対象者に対しては、後日説明会を開催します。
　現地調査が円滑に進むよう事前に土地の境界の確
認、見通しの悪い境界にある草木などの伐採をお願
いします。
＊地籍調査とは…一筆ごとに土地の所有者、地番、地
目、面積などを調査すること

問 福祉課 ☎０５０（３３８１）５０５１

聴覚等障がい者用緊急通報
システム１１９登録について

　島原地域広域市町村圏組合消防本部では、聴覚や音
声言語の障がいにより、音声による１１９番通報が困
難な人のために、緊急通報システムを導入します。
　利用には登録が必要ですが、諸条件があります。
　希望される人は福祉課までお問い合わせください。

聴覚や言語に障がいのある人のための新しいシステムです。 


